
新旧対照表 

改正後 改正前 

〇システム利用規程 

〔平成20年10月１日〕  

〔業務関連規程第１号〕  

 

改正 平成20年10月７日業務関連規程第５号 
改正 平成21年３月12日業務関連規程第１号 
改正 平成21年９月14日業務関連規程第２号 
改正 平成22年２月10日業務関連規程第１号 
改正 平成22年９月21日業務関連規程第２号 
改正 平成22年11月10日業務関連規程第３号 
改正 平成23年３月２日業務関連規程第１号 
改正 平成23年６月８日業務関連規程第２号 
改正 平成23年９月14日業務関連規程第４号 
改正 平成24年２月15日業務関連規程第１号 
改正 平成24年９月24日業務関連規程第２号 
改正 平成24年10月10日業務関連規程第３号 
改正 平成24年12月12日業務関連規程第４号 
改正 平成25年２月13日業務関連規程第１号 
改正 平成25年５月29日業務関連規程第２号 
改正 平成25年９月24日業務関連規程第３号 
改正 平成25年10月10日業務関連規程第４号 
改正 平成25年12月18日業務関連規程第５号 
改正 平成26年８月29日業務関連規程第１号 
改正 平成27年３月27日業務関連規程第１号 
改正 平成27年６月17日業務関連規程第２号 
改正 平成27年９月30日業務関連規程第３号 
改正 平成27年12月16日業務関連規程第４号 
改正 平成29年３月15日業務関連規程第１号 
改正 平成29年３月31日業務関連規程第２号 
改正 平成29年５月23日業務関連規程第３号 
改正 平成29年５月29日業務関連規程第４号 
改正 平成29年９月19日業務関連規程第５号 
改正 平成30年３月13日業務関連規程第１号 
改正 平成30年９月12日業務関連規程第２号 
改正 平成30年11月21日業務関連規程第３号 
改正 平成30年12月11日業務関連規程第４号 
改正 平成31年３月５日業務関連規程第１号 
改正 平成31年３月13日業務関連規程第２号 
改正 令和元年９月10日業務関連規程第１号 
改正 令和２年１月20日業務関連規程第１号 
改正 令和２年３月24日業務関連規程第２号 
改正 令和２年６月16日業務関連規程第４号 
改正 令和２年６月29日業務関連規程第５号 
改正 令和２年９月16日業務関連規程第６号 
改正 令和２年11月30日業務関連規程第７号 
改正 令和２年12月15日業務関連規程第８号 

〇システム利用規程 

〔平成20年10月１日〕  

〔業務関連規程第１号〕  

 

改正 平成20年10月７日業務関連規程第５号 
改正 平成21年３月12日業務関連規程第１号 
改正 平成21年９月14日業務関連規程第２号 
改正 平成22年２月10日業務関連規程第１号 
改正 平成22年９月21日業務関連規程第２号 
改正 平成22年11月10日業務関連規程第３号 
改正 平成23年３月２日業務関連規程第１号 
改正 平成23年６月８日業務関連規程第２号 
改正 平成23年９月14日業務関連規程第４号 
改正 平成24年２月15日業務関連規程第１号 
改正 平成24年９月24日業務関連規程第２号 
改正 平成24年10月10日業務関連規程第３号 
改正 平成24年12月12日業務関連規程第４号 
改正 平成25年２月13日業務関連規程第１号 
改正 平成25年５月29日業務関連規程第２号 
改正 平成25年９月24日業務関連規程第３号 
改正 平成25年10月10日業務関連規程第４号 
改正 平成25年12月18日業務関連規程第５号 
改正 平成26年８月29日業務関連規程第１号 
改正 平成27年３月27日業務関連規程第１号 
改正 平成27年６月17日業務関連規程第２号 
改正 平成27年９月30日業務関連規程第３号 
改正 平成27年12月16日業務関連規程第４号 
改正 平成29年３月15日業務関連規程第１号 
改正 平成29年３月31日業務関連規程第２号 
改正 平成29年５月23日業務関連規程第３号 
改正 平成29年５月29日業務関連規程第４号 
改正 平成29年９月19日業務関連規程第５号 
改正 平成30年３月13日業務関連規程第１号 
改正 平成30年９月12日業務関連規程第２号 
改正 平成30年11月21日業務関連規程第３号 
改正 平成30年12月11日業務関連規程第４号 
改正 平成31年３月５日業務関連規程第１号 
改正 平成31年３月13日業務関連規程第２号 
改正 令和元年９月10日業務関連規程第１号 
改正 令和２年１月20日業務関連規程第１号 
改正 令和２年３月24日業務関連規程第２号 
改正 令和２年６月16日業務関連規程第４号 
改正 令和２年６月29日業務関連規程第５号 
改正 令和２年９月16日業務関連規程第６号 
改正 令和２年11月30日業務関連規程第７号 
改正 令和２年12月15日業務関連規程第８号 



新旧対照表 

改正後 改正前 

改正 令和３年３月11日業務関連規程第１号 
改正 令和３年３月30日業務関連規程第２号 
改正 令和３年６月23日業務関連規程第３号 
改正 令和３年11月30日業務関連規程第４号 
改正 令和４年３月25日業務関連規程第１号 
改正 令和４年６月８日業務関連規程第２号 
改正 令和４年９月27日業務関連規程第３号 

 

【省略】 

 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (１)～(14) 【省略】   

 (15) ブロードバンド接続 アクセス回線に光回線を用い、利用者システム又は民間システムと

センターサーバとの通信経路を常時確立させておく接続方法をいう。 

 (16)～(34) 【省略】 

 

【省略】 

 

附 則（令和４年９月27日業務関連規程第３号） 

この規程は、令和４年10月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正 令和３年３月11日業務関連規程第１号 
改正 令和３年３月30日業務関連規程第２号 
改正 令和３年６月23日業務関連規程第３号 
改正 令和３年11月30日業務関連規程第４号 
改正 令和４年３月25日業務関連規程第１号 
改正 令和４年６月８日業務関連規程第２号 

【追加】 

 

【省略】 

 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (１)～(14) 【省略】  

 (15) ブロードバンド接続 アクセス回線に、ＡＤＳＬ回線又は、光回線を用い、利用者システ

ム又は民間システムとセンターサーバとの通信経路を常時確立させておく接続方法をいう。 

 (16)～(34) 【省略】 

 

【省略】 

 

【追加】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


